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第1 章 市街地再開発事業に係る事後評価制度の導入の背景

市街地再開発事業は、土地の利用状況が不健全な地区を市街地再開発組合等が施行者

となって土地の高度利用と公共施設の整備を行い、都市機能の更新を図る公共性の高い

事業です。

市街地再開発事業の目的は、地域に不足している道路や公園などの公共施設を計画的

に整備するとともに、良好な生活環境を備えた都市型住宅の供給や、業務施設の近代化

を図ることで都市機能の更新を図ることにより公共の福祉に寄与することです。

区内では、都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業として、六本木六丁目地区

など12 地区が完了し、現在9 地区で事業を行っています。

また、都市計画決定まで進んでいる地区が２地区、準備組合等の施行予定者により事

業化に向けた検討を進めている地区が1０地区あります。

六本木一丁目西地区（ 完了） 六本木六丁目地区（ 完了）

１ 区内の市街地再開発事業の実施状況
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図1 港区の第一種市街地再開発事業 位置図（ 平成29 年3 月現在）
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参考） 市街地再開発事業の主な流れは以下とおりです。

調査・ 計画案づく り

都市計画決定

事業計画

権利変換

工事

勉強会の発足
再開発方針の決定再開発の機運

再開発関連調査
再開発計画案の作成

市街地再開発事業
の都市計画決定（ 区）

事業計画策定
関係権利者の同意
事業計画認可（ 都）
再開発組合の設立

清算
組合の解散

住民による再開発の機運をきっ

かけに再開発の必要性を検討し

ます。

住民が組織づく りを行い、地区

の現況等について調査します。

面積・ 建物の概要、公共施設等

の内容を都市計画決定します。

建物設計、資金計画、スケジュ

ール等事業の具体的な内容を決

め組合を設立します。

権利変換計画策定
権利変換計画認可（ 都）

事業前の資産評価額に応じて、

新しい土地・ 建物に権利を移し

換える計画を作成します。

古い建物等を除却し、新しい建

物や道路等を造ります。区は、

工事費に対して補助金を交付し

ます。

建物と公共施設の工事
補助金の交付（ 国・ 区）

権利、資産等の清算をおこなっ

た後、組合を解散します。

これで事業が完了します。

権利変換期日
権利変換期日をもって権利を移

し換えます。

市街地再開発事業の流れ

工事完了
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（ １） 市街地再開発事業への支援について

区は、市街地再開発事業によるまちづく りを進めていく上で市街地再開発組合等

の施行者に対し、国及び区による補助制度を活用し事業の支援を行っています。

市街地再開発事業への支援は、港区基本計画（ 平成27～32 年度） における重点

課題４『「 環境と都市機能」 のバランスのとれたまちづく りの推進』 の事業計画化事

業に位置付けられており、今後も継続的な支出の必要性が見込まれている状況です。

市街地再開発事業によるまちづく りが、区民が快適に住み続けられる環境と都市

機能のバランスに配慮し、人にやさしい良質な都市空間・ 居住空間を維持、創造で

きているか事業効果等を検証する必要性は高まっています。

表1 市街地再開発事業の補助額（ ※港区基本計画（ 平成27～32 年度））

年度
H21～23
（ 実績）

H24～26
（ 実績）

H27～29
（ 予定※）

H30～32
（ 予定※）

①補助額
（ 千円）

6,833 ,500 3 ,649 ,090 10 ,375 ,710 17 ,042 ,375

②うち区負担額
（ 千円）

3,493 ,488 1 ,863 ,179 3 ,936 ,255 8 ,521 ,188

区負担割合
（ ②/①）

51％ 51% 38％ 50％

地区数
完了 3 1 5 6

継続 1 4 4 7

（ ２） 事後評価について

港区基本計画（ 平成24～26 年度）において、「 事業完了後のモデル評価を実施」

することを掲げ、現基本計画（ 平成27～32 年度） において、「 事業効果等を容易

に確認できるようにするため、事後評価制度を試行的に導入」 することを掲げまし

た。

また、港区まちづく りマスタープランでは、現計画において「 まちづく りの点検

方式を確立」 するとしており、新たなまちづく りマスタープランにおいて、「 事業効

果等を容易に確認できるようにするため評価を実施」 することを掲げています。

（ 3） 市街地再開発事業の多様化

近年、国家戦略特別区域法の認定事業が計画されるなど、交通結節機能の強化や国

際ビジネス支援拠点の整備、外国人向け生活支援など、まちづく りの方向性も多様化

しています。

このため、事業地区の特性に配慮し、事業効果等を容易に確認できる評価項目や評

価指標を設定し、市街地再開発事業に係る事後評価を実施することとします。

2 事後評価の導入の背景
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表２ 区内の国家戦略特別区域法の認定を受ける市街地再開発事業

認定状況 地区名

認定済（ 2 地区） 虎ノ門一丁目、虎ノ門駅前

認定予定（ ４地区） 虎ノ門一・ 二丁目、虎ノ門・ 麻布台、六本木五丁目西、三田三・ 四丁目

年度 検討経緯

平
成
２
４
年
度

『 街づく り等に関する検討委員会』 を３回開催し、白金一丁目東地区市街地再

開発事業をモデル地区として選定の上、国交省の事後評価マニュアルに基づく評

価を行い、評価結果をもとに港区における事後評価のあり方全般について検討。

課題として、事後評価に必要なデータの事前整理・ 収集の必要性、ハード面だ

けでなく ソフト面におけるまちづく りの評価の必要性、事後評価制度の運用とモ

デル地区の効果を確認するための第三者委員会設置の必要性が抽出された。

平
成
２
５
年
度

学識及び区職員から構成される『 事後評価検討委員会』 を設置、３回開催し、

白金一丁目東地区に係るアンケート調査を含む事後評価を試行し、事業効果の確

認を行った。また、地域特性を踏まえた港区における評価方法、評価項目の検討

を行い、港区事後評価マニュアル（ 素案，特色： 地区毎に個別評価項目を選定）

を策定した。

平
成
２
６
～
２
７
年
度

学識及び区職員から構成される『 事後評価準備委員会』 を設置、３回開催し、

事後評価制度（ 素案） を検討し、事後評価の試行を行った。

① 三田小山町地区、同東地区、赤坂四丁目薬研坂南地区における個別評価項

目を選定 （ 26 年度）

② 赤坂四丁目薬研坂南地区の事後評価を試行 （ 27 年度）

平
成
２
８
年
度

・ 赤坂薬研坂南地区の事後評価書の策定

・ 港区市街地再開発事業に係る事後評価制度（ 素案） の策定

・ 事後評価準備委員会の全学識経験者に個別意見聴取

・『 街づく り等に関する検討委員会』 を開催

3 これまでの検討経緯
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第2 章 港区市街地再開発事業に係る事後評価制度について

（ １） 港区における市街地再開発事業事後評価制度の導入の目的

市街地再開発事業の事後評価制度導入の目的は、市街地再開発事業により整備した

『 公共施設』 や『 建築物や建築敷地』 の事業効果を確認し評価することです。

事後評価で得られた知見は新たな市街地再開発事業を計画している再開発計画の支

援・ 指導の際にフィードバックするとともに、評価結果を広く社会に公表することで、

これから再開発計画を策定する準備組合等の施行予定者の自主的な取組みを促します。

港区内において都市再開発法（ 以下「 法」 という。） に基づき実施される市街地再開

発事業のうち、港区市街地再開発事業等補助金交付要綱に基づき補助金を交付する事業

地区とします。

まちづく りでは、調査・ 計画、整備・ 開発、維持管理・ 活用、更新といった一連のサ

イクル全体を意識する必要があります。

このため、事後評価については、供用開始後の維持管理・ 活用といった取組みについ

ても確認・ 評価を行うこととし、事後評価の実施は、事業完了後、概ね５年以内としま

す。

なお、事業完了とは、当該事業に係る全ての工事が完了し、法第104 条の規定によ

る『 清算』 が行われた時点とします。

□実施時期及び実施作業のイメージ

年度 事業完了 1 年後 … 5 年後

事業手続等 工事完了 清算 組合解散 ― ―

実施作業
事後評価に必要な資料整理・ 収集

事業概要書、事後評価項目（ 案） の作成

維持管理・ 活用状況

の確認

事後評価実施

結果公表

備考 評価の実施については、6 ページ「 6 評価の実施」 参照

1 事後評価制度導入の目的

2 事後評価の対象

3 事後評価を実施する時期
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（ １） 事前評価と事後評価について

区では、港区市街地再開発事業等補助金交付要綱に基づき市街地再開発組合等の施行

者に対し当該事業に要する費用の一部を補助しています。

補助金の交付にあたっては、事業の事前評価の段階で『 空地』、『 接道』、『 構造・階数』

及び『 費用対効果』 について確認・ 評価しています。

事後評価では、事前評価時における計画の達成度を確認します。

□事前評価時における評価項目及び評価指標

事前評価 事後評価

評価項目 評価指標 評価項目 評価指標

空地 一定割合の空地の確保 公開空地整備 公開空地整備状況

接道 幅員６m以上の道路を整備・ 接道 都市基盤整備 道路・ 公園の整備状況

構造・ 階数 耐火建築物、３階以上 都市防災 耐火率状況

費用対効果 費用便益比（ B/C） ＞１以上 費用対効果 費用便益比

（ ２） 多様化する市街地再開発事業と事後評価

港区における市街地再開発事業では、地域特性に応じたきめ細やかなまちづく りによ

り、地域の個性を生かした市街地が整備されてきました。また、今後も準備組合等の施

行予定者提案のまちづく りによって多様化した市街地整備が予定されています。

このようなことから、事後評価では、各事業の特性に応じた事業効果を評価していき

ます。

（ ３） 事後評価の考え方について

□市街地再開発事業の事業効果を確認する評価項目

市街地再開発事業は、細分化された敷地を広く統合し不燃化された共同建築物に建替

えるとともに、地域に不足している道路や公園などの公共施設や広場などのオープンス

ペース（ 以下「 公開空地」という。）を確保することで都市機能の更新を図るものです。

事後評価では、市街地再開発事業による都市機能の更新により、良好な市街地環境の

創出や市街地住宅の供給が図られているか、美しい街並みや快適な生活空間の形成が図

られているかを検証していく必要があります。

このようなことから、道路や公園などの公共施設の整備効果や、不燃化された建築物、

建築敷地内の広場などの公開空地の整備効果を容易に確認できる評価項目を設定しま

す。

4 評価項目について
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□まちづく りの創意工夫や独創性について確認する評価項目

多様化する市街地再開発事業の評価にあたっては、事業目的の重点の置き方や課せら

れる課題が地区ごとに異なることから、それぞれの地区特性に応じた評価を行う必要性

があります。

また、地区ごとに地域の個性や多様な魅力を生み出す創意工夫・独創的な取組みにつ

いても評価を行う必要があります。

このようなことから、「 事業目的に応じた評価項目」 や「 まちづく りの創意工夫や独

創的な取組みについて評価する評価項目」 を設定します。

なお、創意工夫や独創的な取組みの評価にあたっては、一律的な評価項目、評価指標

としての設定はなじまないため、概ね工事完了から組合解散までの間に、市街地再開発

組合等の施行者から提案を受けることとします。

例） 施行者が提案する評価指標の例

評価指標の例 取組内容の例

地域コミュニティ継承
町会、地域住民が利用可能な会議室を整備・ 開放

（ 地域コミュニティ施設の整備）

まちの文化継承
町会で保存している神輿などの展示、保管

（ 地元祭礼関連施設の整備）

居住継続性
町工場の営業継続を図るため、ファクトリー（ 工場） 街区の創出。

（ 生活・ 営業継続の工夫）

緑地整備水準
隣接する斜面緑地と一体となった大規模斜面緑地の整備

（ 斜面緑地の保全・ 創出）

生物多様性
計画地の地域植生の再生や生き物の住みやすさへの貢献、多種多様な

生きものの為の環境づく りを実施。（ 生物多様性の保全・ 創出）

河川環境
河川の水質改善を促進するための水質浄化活動の実施

（ 河川の水質浄化活動）

交通利便性
駅と接続し、かつ、隣接地区と一体となった歩行者デッキの整備

（ 交通結節機能の強化）

交通安全性
歩行者交通量の多い沿道の駐車場を沿道後背地の事業区域内へ集約

し、歩車交錯を低減、歩行者の安全性を確保。（ 駐車場の集約化）

低炭素化まちづく り

取組状況

中圧ガスを燃料とする高効率コージェネレーションシステムの導入

により、日本で初めての試みとなる「 住宅・ オフィス複合一体型」の

電・ 熱融通システムの先導モデルを実現（ 低炭素化への取組）

地域医療整施設備状況
製薬会社と連携した医療施設の導入

（ 新たな運営方式による医療施設の整備）

国際化対応の生活支援
外国人にとっても暮らしやすい生活環境の整備

（ 多言語対応の医療施設、生活利便施設の整備）
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□事後評価する項目

各事業の特性に応じた評価を行うため、市街地再開発事業本来の目的に照らして設定した評価項目に加え、各事業の目的に応じた評価項目を設定します。

各評価項目における評価指標は、アンケートによる満足度等の定性評価指標と、整備面積等の定量評価指標の二種類からなります。

また評価指標は、『 ①全事業に共通する評価指標』、『 ②各事業の目的に応じて設定する評価指標』、『 ③創意工夫・ 独創性など施行者が提案する評価指標』 に分類します。

評価項目

評価指標 評価内容
参考

大項目 中項目 小項目 定性評価項目 定量評価項目 評価分類

公共施設の整備 都市基盤整備 道路・ 公園の整備水準 従前・ 従後における道路等の整備水準（ 道路幅員、公園の整備面積等） ● ①

住民等の満足度 道路整備状況（ 公園整備状況） の満足度（ アンケート調査） ● ①

住民等の利用頻度 道路（ 公園） の利用目的、利用頻度（ アンケート調査） ● ①

建築物の整備

建築敷地の整備

都市防災 耐火率（ 建物構造） 従前・ 従後における地区内建築物の耐火率 ● ①

不燃領域率 従前・ 従後における地区内不燃領域率 ● ①

細街路状況 従前・ 従後における地区内細街路の状況 ● ①

防災施設の整備状況 防災施設の整備内容をもとに、地域の防災性向上への取組み（ 防災訓練） など ● ①

居住性・ 快適性 事業継続性 施設稼働状況 整備した住宅、事務所、店舗等の入居率 ● ①

施設管理運営状態 施設の維持管理運営の取組み ● ①

住宅整備 住宅整備水準 港区住宅基本計画等の住宅整備面積水準との整合性 ● ②

公益施設整備 公益施設整備状況 公益施設の有無と整備床面積 ● ②

住民等の満足度 公益施設の整備満足度（ アンケート調査） ● ②

住民等の利用頻度 公益施設の利用者頻度（ アンケート調査） ● ②

公開空地整備 公開空地の整備状況 公開空地の整備内容と整備状況（ 管理状況） ● ①

住民等の満足度 公開空地の整備内容についての満足度（ アンケート調査） ● ①

住民等の利用目的・ 頻度 公開空地の利用目的・ 利用頻度（ アンケート調査） ● ①

調和性・ 活力 地域創造 周辺景観との調和 区域全体のまちなみ・ 景観形成の取組み（ 特に近景景観・ 中景景観） の効果（ ア

ンケート調査）

● ②

地域のシンボル性 区域全体のまちなみ・ 景観形成の取組み（ 特に遠景景観） の効果（ アンケート調

査）

● ②

地域の活性化の取組状況 自治会やエリアマネジメント組織の有無の確認、及び地域活動における地域活力

の維持向上への貢献度

● ②

歴史・ 文化 地域資源の活用状況 歴史的建築物の保存、復元や地域の歴史や行事、祭りなどを継承する取組の有無。

また、新たな文化を創造する取組の有無。

● ②

創意工夫・ 独創性 施行者が提案する評価指標 地域の個性や多様な魅力を生み出す創意工夫・ 独創的な取組み （ p8 参照） ● ③

費用対効果 費用対効果 費用対効果 費用便益比（ B/C） 事業の効率性（ 従前・ 従後の費用便益比（ B/C））

「 市街地再開発事業の費用便益分析マニュアル案（ 国土交通省監修）」 に準拠し

算定。

● ①
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事例１） 赤坂四丁目薬研坂南地区第一種市街地再開発事業（ 完了）

□事業の主な目的

土地の合理的かつ健全な高度利用と都市

機能の更新により、都市居住機能を中心に整

備する地区として、安全で快適な、魅力ある

市街地の形成を実現。

事例2） 白金一丁目東地区第一種市街地再開発事業（ 完了）

□事業の主な目的

土地の合理的かつ健全な高度利用と都市

機能の更新により、道路・公園等の都市基盤

や、駅前プラザ・広場及び地下鉄新駅の駅前

拠点にふさわしい住・工・商の調和のとれた

安全で、魅力ある複合市街地の形成を実現。

事例３） 虎ノ門一丁目地区第一種市街地再開発事業（ 事業中）

□事業の主な目的

土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能

の更新により、「 虎ノ門エリアにおける都市の骨

格を形成する都市交通機能の改善」と「 国際的ビ

ジネスセンター虎ノ門に相応しい複合市街地の

形成」 を実現。

完成イメージ図
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事後評価を運用するにあたっては、区民参画や専門的かつ幅広い意見を反映させるた

めに、区民、学識経験者及び区の部長級職員で構成される事後評価委員会を設置します。

事後評価委員会は、評価項目の選定に対する意見や助言及び事後評価を行うものとし

ます。

事後評価の実施にあたっては、以下の手順で行います。

（ １） 施行者による事業効果の提案

市街地再開発組合等の施行者は、組合の解散などをする前までに、事業概要書の作成

とともに、事業効果を確認・ 評価する評価項目（ 案） の提案を行います。

（ ２） 提案内容の確認

事業概要書及び提案された評価項目（ 案）について、再開発担当が市街地再開発組合

等の施行者にヒアリングを実施し、内容を確認します。

（ ３） 一次評価： 再開発担当による評価

再開発担当が、上記ヒアリングを踏まえて評価項目を選定し、一次評価を実施します。

評価項目の選定にあたっては、事後評価委員会へ意見・ 助言を求めます。評価にあた

っては、各評価項目の評価とともに、評価に至る考察を行います。また、評価項目の評

価結果より、市街地再開発事業の事業効果を総合的に評価します。

（ ４） 二次評価： 事後評価委員会による評価

区民、学識経験者及び区の部長級職員で構成する事後評価委員会により、一次評価を

踏まえた二次評価を実施します。

6 評価の実施

事業の流れ 施行者（ 再開発組合等）

事業実施～

組合解散

再開発担当 事後評価委員会

①事業概要書の作成
事後評価項目（ 案） の提案

②提案内容の確認

5 事後評価委員会の設置

③評価項目の選定清算

～

５年目

意見・ 助言

④一次評価 ⑤二次評価

□評価実施フロー
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（ １） 評価項目の段階評価

評価項目ごとに３区分による評価を行います。

例） 評価区分のイメージについて

評価項目： 都市基盤整備

評価指標：（ 道路） 整備水準、住民等の満足度、住民等の利用頻度

良 ★ 従前・ 従後における道路の幅員や整備水準状況を確認し、事業計

画どおり確実に整備されていること。

優良 ★★ ★に加え、下記のすべてに該当すること。

1 事業区域内の利用者による満足度が高いこと（ 1 点）。

2 事業区域外の利用者による満足度が高いこと（ 1 点）。

3 区と維持管理協定が締結され、良好な管理が行われているこ

と。

最良 ★★★ ★★に加え、下記のいずれかに該当すること。

1 事業区域内の利用者による満足度が非常に高いこと（ 2 点）。

2 事業区域外の利用者による満足度が高いこと（ 2 点）。

3 利用頻度の調査により、当該施設が周辺地域に対しての地域貢

献度が高いこと（ ２点）。

満足度の評価については、アンケート調査結果を数値化（ 点数化） することによっ

て、住民等の意識度合いを評価します。

表 満足度の評価例

満足度 非常に満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 非常に不満

点数 ２点 １点 ０点 －１点 －２点

利用頻度の評価については、アンケート調査結果を数値化（ 点数化）することによ

って、周辺地域に対しての地域貢献度を評価します。

表 利用頻度の評価例

地域

貢献度

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

毎日 週 2 ～3

回程度

月 2 ～3

回程度

ほとんど

利用しな

い

利用でき

ると知ら

なかった

無回答

点数 ３点 ２点 １点 ０点 －１点 －

7 評価について
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（ ２） 総合評価

評価項目の評価結果より、市街地再開発事業の事業効果を総合的に評価します。総合

評価の区分については、段階１は良として『 ★』、段階２は優良として『 ★★』、段階３

は最良として『 ★★★』 の3 区分とします。

事後評価の結果については、港区ホームページ等により公表します。

港区ホームページにおける公表内容は、「 事後評価委員会名簿」、「 評価結果」、「 評価

結果を受けての再開発担当の対応」 とします。

8 結果の公表
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第3 章 事後評価制度の運用と今後の予定について

（ １） 事後評価制度運用指針の策定

『 評価方法や評価基準』、『 制度運用における留意事項』 を記載した『 事後評価制度運

用指針』 を策定し制度運用の実効性を高めていきます。

（ ２） ＰＤＣＡサイクルについて

事後評価制度の運用について、計画（ Plan）、実行（ Do）、点検（ Check）、改善・

見直し（ Action） のPDCA サイクルを継続的に進めることとし、社会情勢の変化への

対応や評価の更なる充実のため、制度の不断の見直し・ 改善に取組みます。

事後評価の実施については「 制度の継続性」 を重視するとともに、「 事務の平準化」

を考慮し、事後評価の対象となる地区と事後評価を行う予定時期を以下のとおりとしま

す。

対象地区
事後評価対象期間（ 作業・ 実施予定年度）

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

六本木三丁目地区

虎ノ門・ 六本木地区

六本木一丁目南地区

六本木三丁目東地区

赤坂一丁目地区

赤坂九丁目北地区

田町駅前東口地区

浜松町一丁目地区

虎ノ門一丁目地区

虎ノ門駅前地区

白金一丁目東部北地区

その他地区 平成40 年度以降

※事業の進捗によって変動する可能性があります。

1 事後評価制度の運用

2 平成29 年度以降の予定

【 凡例】 ： 清算（ 予定）

： 事後評価実施

： 清算後5 年以内
の期間


